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建築現場所長歴任し、官公庁・病院・福祉施設の建設に携わる

経営企画室長拝命、病院内の業務改革及び新病院建設の
プロジェクトに携わる

事務長補佐拝命、介護事業の立案や新規事業開設プロジェクト、
診療所・病院の吸収合併（M＆A）に携わる

株式会社 美雄設立

平成４年

平成17年

平成21年

平成27年

介護事業を展開 地域包括ケアシステムを推奨し、医療・介護
の連携を強化するシステム「べっぷ８」を展開中





新たな地域医療構想策定ガイドラインについて

令和８年１月28日 第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１



新たな地域医療構想と医療計画の進め方

○ 新たな地域医療構想について、令和７年度に国でガイドラインを検討･策定し、都道府県において、まず令和８年度に地域の医療提供
体制全体の方向性、将来の病床数の必要量の推計等を検討･策定した上で、それを踏まえ、令和９～10年度に医療機関機能に着目した地
域の医療機関の機能分化･連携の協議等を行うこととしてはどうか。

○ 新たな地域医療構想の内容について、基本的に第９次医療計画に適切に反映されるよう、地域医療構想の策定状況や医療計画の取組等
に係る課題を国と県で共有することとしてはどうか。医療計画のうち、５疾病･６事業については、個別の事業の課題を第９次医療計画
に向けて継続的に検討し、必要に応じて見直しを行い、また、外来医療計画等の3か年の計画については、令和9年度からの後期計画に
向けて必要な検討を行うこととしてはどうか。

地域医療構想

５疾病・６事業

外来医療計画、医師確保計画、

在宅医療に関する事業

第９次医療計画

ガイドラインの
検討（国）

第9次計画の作
成(都道府県)

第9次計画の検
討（国）

第8次計画(後期)
の検討（国）

第8次計画(後期)

の作成(都道府県)

２０２４ ２０２５ ２０２６ ２０２７ ２０２８ ２０２９ ２０３０ ～
（令和6年度） （令和7年度） （令和８年度） （令和９年度）（令和10年度）（令和11年度）（令和12年度）

新たな地域医療構想の策定・取組

将来の方向性、
将来の病床数の
必要量の推計
等

医療機関機能に着目した地域
の医療機関の機能分化･連携
の協議、病床の機能分化･連
携の協議 等

第9次計画の作
成(都道府県)

第9次計画の検
討（国）

第8次医療計画（※）
※ 救命救急センターのあり方や周産期医療等、個別の事業の課題を第９
次医療計画に向けて継続的に検討し、必要に応じて見直しを行う。

国と都道府県の実務者協議（地域医療構想の策定
状況や医療計画の取組等に係る課題を国と都道府
県で共有）

第９次医療計画第8次計画（前期） 第8次計画（後期）

かかりつけ医機能
報告等のガイドラ
インの検討（国）

新たな地域医療構想
の検討（国）

かかりつけ医機能の確保に関する地域の協議（都道府県）

令和6年12月３日新たな地域医療構想等に関する検討会資料(一部改)
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急性期拠点機能に係る議論の進め方（案）

【医療提供体制の構築】

• 2035年を目途に、取組を完結させ、目標とした急性期拠点機能を確保

【協議の開始】

• 2040年の人口構成や想定される医療需要等を踏まえて、2035年に必要となる急性期拠点機能の数等について検討。

• 将来を踏まえた需要や現在各医療機関が担っている医療の状況や築年数、区域内の医療資源等も踏まえながら、地域医療構想調
整会議において、急性期拠点機能の集約化に向けた議論。

• 医療需要を踏まえた適正な医療機関数かどうか等に加え、雇用の観点や、患者の医療へのアクセス等についても併せて検討。

• この間、医療機関機能は一定の地域シェアや症例数で上位の医療機関は報告可能とする。

【取組の決定と取組の開始】

• 遅くとも2028年までに急性期拠点機能を報告する医療機関を決定し、連携・再編・集約化の方向性を定め、2035年に向けて
役割分担の取組を進める。

2035年

2028年頃

• 各地域には、公立病院や、日赤、済生会、ＮＨＯ、ＪＣＨＯ等の公的病院等、民間病院など、様々な設立主体の医

療機関が存在し、それぞれの経営等の状況が様々である中で、１－２年で手術の実施や救急の受け入れ体制等を大

きく変える合意形成は現実的ではない。また、患者の医療へのアクセスや、勤務する従事者の雇用など、様々な検

討すべき点があることから、急性期拠点機能に関する方針を決定した後、ただちに急性期の症例の集約や高齢者救

急の分担等の取組を完結させることは困難。

• このため、以下のとおり、2026年以降協議を開始し、急性期拠点機能を有する医療機関の決定を遅くとも2028年

までに行い、連携・再編・集約化の取組の一定の完結は2035年を目途に進めることとしてはどうか。

• また、急性期拠点機能の数については、20－30万人に1医療機関を目安とするが、手術件数等や他区域からの流入

が多い場合に２つとすることや、人口が30万人超であっても流出が多く、症例数が少ない場合に１医療機関を目安

として取り組むこととしてはどうか。

急性期拠点機能の確保に向けた議論の進め方
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2026年

令和７年12月12日地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

10年後には稼働！



人口の少ない地域における構想区域の見直しの例（圏域の広域化）

• 人口20万人未満の区域等において、持続可能な医療提供体制の確保に向けて、周囲の区域の人口や医療資源等も踏
まえて点検、見直しが必要。一定の医療提供の確保が困難な区域については、当該区域内での連携・ 再編・集約化
だけでなく、隣接する区域との合併等も含めて検討が必要。

人口50万人

見直し後
○A構想区域単独では、急性期医療を確保できないと考えられることから、B構想区域と統合し、全体
で急性期拠点機能を確保。
○急性期を担っていた医療機関について、地域全体で、急性期を集約化するとともに、その他の医療機

関については高齢者救急・地域急性期を担う。
○旧A構想区域においては、高齢者救急・地域急性期機能を確保した。

A構想区域 B構想区域

人口10万人 人口40万人

○人口10万人の区域と、隣接する大き
な人口規模の区域。人口20万以下の
区域は在り方を点検。

区域の広域化
17

急性期拠点機能

高齢者救急・地域急性期機能

急性期拠点機能

現状

新AB構想区域

令和７年7月24日地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料（一部改）



人口の少ない地域における構想区域の見直しの例② （ 隣接する都道府県との連携）

• 地域医療構想を含めた医療提供体制について、各都道府県や二次医療圏においての完結を前提にされてきたが、地理的条
件や交通事情により、医療資源の豊富な最寄りの構想区域までのアクセスが、当該都道府県外の場合がある。構想区域の
見直しにあたり、隣接する区域での対応や県をまたいだ連携・区域の設定の必要性も指摘されている。

急性期拠点機能

X県

Ｂ構想区域

人口10万人

○B構想区域からは県内のA構想区域が最寄り。 B構想区域の一部では隣県の医療圏へアクセスしやすい。
○こうした場合、B構想区域で完結しない医療について、隣県での対応を前提とすることも考え得る。

Ａ構想区域

人口70万人

Ｃ構想区域

人口20万人

隣県

対応できない患者の転院

高齢者救急・地域急性期機能
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構想区域の見直しの例（区域の再編・合併）

A構想区域
人口180万人

政令指定都市市

B構想区域
人口30万人

町

区域内に多数

市

町

町
町

町

町 町

C構想区域
人口15万人

市 市

• ある区域について、単に人口20万人以上となるように見直す場合、区域同士の合併のほか、区域の交通の状況や現に存
在する急性期を担う医療機関の分布状況等を踏まえて分割し、それぞれ別の区域と統合することも考えられる。

• 政令指定都市に極めて近く、交
通の便も良いため、A構想区域
への統合を検討

• 人口20万人以下のC構想区域とあ
わせて医療提供提供体制を構築す
ることを検討
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大分県の東部・北部医療圏人口推移
東部医療圏の人口は
2040年には16万人！

国立社会保障・人口問題研究所より公表されている2045年までの大分県の将来人口推計



第8回メディカルジャパン東京

2025年 10月1日・2日・3日開催
幕張メッセ



メディカルジャパン２０２５講演

超高齢・人口減少時代における
病院のあり方と地域連携

社会医療法人財団慈泉会理事長
相澤病院最高経営責任者

日本病院会会長
相澤孝夫

2025年10月1日



日常生活圏域；市町村介護保険計画において、地理的条件、
人口、交通事情 などを勘案して定める区域のこと。国では概
ね30分以内に必要なサービスが提供される区域としている。
市町村介護保険事業計画(法第117条)で設定が義務付
けされている

日常医療圏
（日常生活圏又は複数日常生活圏）

地域医療圏

広域医療圏
いくつかの地域医療圏からなる
車での移動時間60分程度の地域
が基本

医療介護生活支援の
総合確保を図る圏域
いくつかの日常生活圏からなる
車での移動時間30分程度の地域
が基本

（医療法）

小さな圏域からの積み上げ方式

小さな圏域からの積み上げ方式

広域連携医療圏

新たな圏域の考え方

医
療
計
画

介
護
保
険
事
業
計
画

一部相澤改変

医療提供体制を構築
するための基礎圏域
日常的医療の提供

（地域生活圏）

（拡大生活圏）

広範な地域

身近な地域

現在の医療圏の考え方

広域医療圏単独では対応困難な場合



地
域
医
療
支
援
病
院

＊地域型病院（連携型）
外来；かかりつけ医機能〇

紹介外来重点×
在宅；在宅医療×

在宅療養支援◎
入院；高度×

  急性◎
地ケア◎
回リハ〇
療養×

外来；かかりつけ医機能×
紹介外来重点◎

在宅；在宅医療×
在宅療養支援×

入院；高度◎
  急性◎
地ケア×
回リハ△
療養×

＊地域型病院（密着型）

広域専門型病院
外来；かかりつけ医機能×

紹介外来重点◎
在宅；在宅医療×

在宅療養支援×
入院；高度◎

  急性◎
地ケア×
回リハ×
療養×

一般病床数400
床以上？
常勤医師100名
以上？

一般病床数
200床以上

４００床？

２００床？

一
般
病
院

病床機能
報告

病床機能
報告

病床機能
報告

病床機能
報告

（一般病床数）

病院の
機能分化

地域専門型病院
外来；かかりつけ医機能○

紹介外来重点△
在宅；在宅医療○

在宅療養支援○
入院；高度×

  急性〇
地ケア○
回リハ○
療養〇

一般病院の類型
化は、国民に分
かりやすい医療
提供体制を構築
するために必須
と考えるが！

特
定
機
能
病
院

従来の病院類型（医療法） 新たな病院類型（今後医療法で定めるべき） ８

病床機能
報告

地域型病院

＊広域型病院

広域型病院

参考）

外来；かかりつけ医機能○
紹介外来重点×

在宅；在宅医療◎
在宅療養支援×

一般病床数
200床未満



参考）地域医療システムの考え方；医療科学 江川寛編修より改変

地域住民は高度に専門的な医療から日常的な医療、在宅サービスや
健康相談に至る多種多様なニーズを有している。このことから、小規
模の病院が多く、分散型医療提供を行ってきた我が国の風土を活かし
日常的で頻度の高いニーズには身近な地域に多くの近隣型施設を、こ
の施設では対応できないニーズには広範な地域の拠点ごとに充実し
た広域型施設を配置し、住民にはアクセスの利便、施設には患者確保
の可能性を保証するのが、地域医療システムの基本的な考え方。
（１）近隣型医療施設→地域型病院、分散型、治し支える医療中心

罹患率が高く治療法も確立した、いわゆるcommondiseaseを扱う
医療施設は、限られた範囲から患者を集めており、その診療圏は

狭い。こうした疾病の患者はアクセスを重視して住居近くの施設を
利用することが多い。分散。人口３万人圏で一箇所程度

（２）広域型医療施設→広域型病院、集約型、治す医療中心
高度で専門的な医療を扱う医療機関は、広い診療圏を有している
この医療を必要とする患者は広く薄く分布するが、アクセスの利
便性よりも機能を重視する。集約。人口６０万人圏で二箇所程度

（３）その他、専門病院など

（病院機能分化の考え方）





現 況（東部・北部医療圏）

高度急性期病院

急性期病院・回復期病院・慢性期病院

広域型病院

地域型病院

医療センター・新別府病院
鶴見病院・中津市民病院等

多数存在

診療所・介護施設等 診療所・慢性期病院・介護施設等

別府中央病院・別府リハビリテーションセンター・
中村病院・黒木記念病院・サンライズ酒井病院・
児玉病院・内田病院・村橋病院・清瀬病院・
畑病院・国東広域病院・九州大学別府病院・
杵築市山香病院・等々

将 来（東部・北部医療圏）

人口30万人に対し1000床の病院1か所

人口3万人に対し150床の病院1か所
よって150床の病院10か所程度

在宅医療並びに在宅ケア：多数存在となる

機能分化・連携・集約化が必要となる

地域型病院及び診療所並びに介護事業所等
との連携が最重要課題となる

１１８６床



人口の変動を受けて医療ニーズも激変するため、病院の縮小、廃止、
診療所への変換、病院の統合又は役割分担と連携が待ったなしで迫
られる時代を迎えて、各病院は再度自病院の医療機能を整理し見直
すことが必要である。
病院の有する医療機能（現在の機能と地域における立ち位置）
１．外来医療機能
２．在宅医療機能
３．入院医療機能
４．救急医療機能
５．予防医療機能
６．その他機能
・災害医療機能
・医療従事者育成機能
・など

に分けて自院の果たしている機能とその実態を把握した上で、地域の
医療需要も考慮し自院の将来像を描いていくことが重要。
自院のどの機能の何を何処までやるのか、やらないのか、を決断する
ことが病院を取り巻く環境の変化に対応するために必要

決断の時！



まとめ
現状の我々の地域は、病床過多地域であり国の新たな地域医療構想を
考慮すると、統合や廃止を余儀なくされることが予測される。

各医療機関では、自院がどの診療を行っていくかまた、どの診療をや
めるかを選択しなければならなくなる。

また、医療・介護・福祉の総合的な連携が重要不可欠となり、

今後の中長期計画を策定する中での重要課題となることは明確である。

この会の重要性を今もって確認していただき今後の在り方を検討して
いただければ幸いです。



令和8年度診療報酬改定について
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令和８年度診療報酬│改定率

区分 改定率

賃上げ対応 ＋1.7 ％

物価対応 +0.76 ％（高度機能病院＋0.14％特例）

食費・光熱水費 +0.09 ％（入院食事+40円/食、光熱水費+60円/日）

経営悪化への
緊急対応

+0.44 ％（病院中心）

政策改定(通常) +0.25 ％（高度化・機能強化・DX等）

適正化・効率化 ▲0.15 ％（外来・在宅・調剤・長期/リフィル）

改定率 +3.09 ％※

出典：厚生労働省「令和８年度診療報酬改定について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67942.html （2026年2月12日閲覧）

＋3.09％診療報酬自体

30年ぶりの高水準で、
インフレと賃上げの対策が改定の柱！

薬価・材料は▲0.87％となるので
実態は＋2.22％のプラス改定です

改定率の全体像

Point！

※改定率…令和8年度及び令和9年度の2年平均値。（令和8年度：＋2.41％／令和9年度：＋3.77％）

© 2026 WISEMAN CO.,LTD.

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67942.html
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賃上げ・物価に対する無条件の交付
→病床数＋αに応じた支給を予定

病床数＋αに応じた額が交付される目玉の
施策

交付を受けるためには申請が必要！

Point！

ア

出典：厚生労働省.令和７年度厚生労働省補正予算案の概要：https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25hosei/index.html,（2026年2月12日閲覧）

賃金分…令和8年2月1日時点でベースアッ

プ評価料を届け出ている必要がある

物価分…原則、全ての病院が対象

注意！

© 2026 WISEMAN CO.,LTD.

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25hosei/index.html
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https://mhlw-bucchin-shien.viewer.kintoneapp.com/public/system-lp

賃上げ・物価に対する無条件の交付
→病床数＋αに応じた支給を予定

ア

申請用のサイトが開設されました

2026年5月31日まで申請受付

申請マニュアル・申請に必
要な

書類等も公開されています

© 2026 WISEMAN CO.,LTD.

https://mhlw-bucchin-shien.viewer.kintoneapp.com/public/system-lp
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今回の関係資料を弊社ホームページに掲載しています。

ご興味ありましたらダウンロードしていただけます。

 

                                      

スライド資料及び関係資料のご提供

QRコードからダウンロードできます。



ご清聴ありがとうございました




